
　2017年5月14日（日）、愛媛県松山市男女共
同参画推進センターで、原子力民間規制委員会
（民間規制委）・いかたと同・東京は、四国電
力伊方原発3号機（伊方3号機）ヒアリング報告
会を開催しました。　 
　県内外から30名ほどが参加して、四国電力へ
の規制勧告内容と、それに対する四国電力からの
回答について、同委員会の槌田敦顧問と委員らが報告・解説しました。 

つ ち だあつし

　 
　民間規制委は、昨年、四国電力に伊方3号機の安全対策のための19項目の規制勧
告を手渡して、その回答を聞くために5月と8月にヒアリングをしました。今回の報
告では、回答があった「重大事故時の炉心損傷防止対策」（勧告 1と11 ）、「免
震重要棟の地下設置」（勧告16）、熊本・大分地震と再稼働（勧告19）について
取りあげ、参加者と質疑応答や意見交換をしました。 
　 
　槌田顧問は、福島や米国のスリーマイル島（TMI）での深刻な原発事故の教訓を

ふまえながら、「国の原子力規
制委員会の新規制基準の指示
通りに対応すると、伊方でも
同じような事故を人為的に起
こすことになってしまう。」と
警鐘を鳴らしました。 
　さらに、伊方3号機は、スリー
マイル島原発のようなBW型（米
国バブコック＆ウィルコックス
製造）とは異なり、WH型（米
国ウエスチングハウス製造）の
ため、水の自然循環で原子炉
を冷すことができなくなると
いう重大な設計上の欠陥があ

ることが指摘されました（図1 参照）。この点について、民間規制委は四国電力と
九州電力に有効な対策を聞いていますが、両者とも答えることができていません。 
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伊方原発３号機ヒアリング報告会レポート 
「伊方をスリーマイルアイランド原発事故と同じ事故にしてしまうのか」
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図１

ヒアリング報告会（松山市）



　参加者の質疑応答では、原子炉を冷す水が無くなって、炉内が沸騰から空焚きに
なり、燃料棒が崩れ落ちてしまう炉心損傷事故が焦点になりました。 
　TMI原発事故では原子炉沸騰からわずか20分で空焚きになってしまったこと、温
度が上昇を続けて800℃になると、核燃料棒の被覆管（ジルコニウム合金）が水（蒸
気）と反応して水素が発生すること、水素が発生する事態になるとWH型の伊方3
号機では蒸気発生器の配管（図1で示すように逆U字の曲がった形をしていて、高
さ10メートルほど）に溜まった水素を取り除く方法がないこと、水素爆発の危険
については、伊方原発のような加圧水型の原子炉格納容器はコンクリート製で１～
２気圧程度の圧力にしか耐えられないこと、などの欠陥が明らかになりました。 
　また、原子力規制委員会の新規制基準では、設計段階から備えられているECCS
（＝緊急炉心冷却装置）が使えない場合に、それ以下の能力しかない消防ポンプで
水を原子炉に入れるように指示されており、再稼働を了承した新規制基準の問題に

ついて、予定時間を延長してやりとりが続きました。 
　　 
　民間規制委は、実際に起こった原発事故を教訓にして
設計変更と立地を問題とする勧告を四国電力に出してい
ます。これを無視することは、「同様の事故が起こって
周辺住民が災害を受けてもしかたがない」とすること
になり、未必の故意の犯罪になります。会の終わりに、

「勧告への真摯な回答を、四国電力に求める」との声明を
読み上げると、会場は拍手につつまれました。 
　 
　報告会の翌日5月15日に、槌田顧問と民間規制委員
たちは、四国電力高松本店へ行き、規制勧告の主題に
そって回答するよう申し入れました。これに対して四
国電力は、「今後も責任を持って真摯に民間規制委に
対応したい」と答えました。 
　 
　申し入れのあと、高松市内で民間規制委プラカード・アクションとチラシまきを
しました。「話し合おう されば未来への扉は開かれん」「電電虫 つの出せ やり出

でんでん

せ 本音だせ」「四電社長 ちゃんと説明して！逃げないで！」「話し合おう それが
問題解決の 第一歩」と書いたプラカードを胸に、道行く人々に声をかけ、チラシ
セットを手渡して、伊方で二度と悲惨な事故が起きないようにと訴えました。 
　 
　今回の報告会と高松本店アクションは、市民の皆さんに民間規制委を知っていた
だく貴重な機会になりました。参加し関心を寄せて下さった方々に心から感謝申し
上げます。みんなで知恵と力を合わせて、核発電のない社会へと前進しましょう。 
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声明文の読み上げ

四電への申し入れ（高松本店）



ヒアリング報告会（概要） 
　 

　※民間規制委の19項目の規制勧告内容については、当日配布資料「加圧水型原
発使用に関する規制勧告・19項目（概要）」をご覧下さい。　 

＜新規制基準の指示＞ 
　①逃し弁を開放して炉内の圧力を下げる　②下がったら消防ポンプ等で注水する 
　 

＜民間規制委員会の規制勧告とヒアリング＞ 
　①高温高圧の原子炉の逃し弁を開放すると、炉内は沸騰する⇒逃し弁の開放禁止 
　　消防ポンプ（10気圧以下）の圧力になるまで弁を開け続けると炉心損傷する 
　　※新規制基準の指示に従ってはいけない 
　②逃し弁をいったん完全に閉じて、圧力を維持する。圧力を維持してECCS 
　（高圧注入系）で注水し、徐々に弁を開けていきながら、ECCSで水を入れてい 
　　く＝ECCS使用の徹底、弁は徐々に開ける 
　 

＜四国電力のヒアリング回答＞ 
　逃し弁の開放と注水はセットで行う（それぞれ単独で実施することはないと思う）
＝新規制基準の指示通りではなく、それまで（新規制基準以前）のやりかたを 
　答えた四電。結果として新規制基準に対して四電は逆らうことを発言した 
!
◎結論：新規制基準の指示に従ってはいけない。 
　　　　この点で民間規制委員会と四電の意見は一致する。 
　 
!
!
!
!
!
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規制勧告【1】について 
　　　　 

　国の規制委員会の新規制基準の指示に無批判に従ってはならないことが書いてある。 
　冷却材喪失事故（原子炉を冷す水が失われたり、無くなってしまう事故）で、炉心損
傷を防止するための勧告。原子炉の圧力を加圧器で制御できなくなった事故の初期段
階の場合。ここで原子炉の制御に失敗すると、原子炉を冷せなくなり、炉内の温度が
上昇を続け、原子炉は沸騰して空焚きに至る。温度が800℃になると、燃料棒を覆って
いるジルコニウム合金が一次冷却材（水蒸気）と反応して水素が発生する。そうなると
事故の後期段階として、規制勧告【11】の問題になる。 



＜新規制基準の指示＞ 
配管に溜まる水素問題をどうするか、原子力規制委員会は答えられない 
　 

＜民間規制委員会の規制勧告とヒアリング＞ 
設計変更か、装置を改良して水素を取り除くように備える 
　 

＜四国電力のヒアリング回答＞ 
水素排出策を答えていない 
!
◎結論 
BW型のTMI事故で経験した水素問題の教訓から、WH型の伊方原発３号機には一
次冷却材に水素が発生するとポンプが使用不能になり、さらに、自然循環も止まり、
原子炉を冷却できないという設計上の欠陥があることが明らかになった。 
WH型原発は、水素が発生して逆U字管にたまると排出することができない。対策
ができないなら、WH型原発の使用と製造・販売を全面的に禁止することになる。 
!
!
!
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規制勧告【11】について 
　　 

　規制勧告【1】で述べた原子炉の圧力の制御（事故の初期段階）に失敗して、原子炉
が沸騰から空焚きになり、一次冷却材に水素が混入した場合（事故の後期段階）につ
いての規制勧告。 
　 

　一次冷却材（水）の中に水素が混入していると、一次冷却材を循環させている（＝
強制循環）ポンプは、気水混合状態になり激しく振動して使えなくなる。 
　TMI（スリーマイル島）原発事故では、原子炉内が沸騰して頭部に巨大な空洞ができ、
わずか20分で空焚きになった。温度が800℃以上になると燃料棒の被覆管のジルコニ
ウム合金が水（蒸気）と反応して水素が発生する。しかし、BW型のTMI原発では、一
次冷却材の自然循環が成り立っていて、蒸気発生器の逃し弁の開け閉めを繰り返した
ことで、水素を排出することができた。16時間後には一次冷却材ポンプが使えるよう
になり、事故は収束に向かった。 
　 

　しかしWH型の伊方3号機の場合、一次冷却材に水素が発生するとポンプが使えなく
なるうえに、蒸気発生器の逆U字管に水素がたまると自然循環も止まる。溜まった水
素を取り除く装置も備えられていない。結果として原子炉を冷せなくなる。空焚きの
原子炉内の燃料は、自らの熱で崩れ落ちてしまう。 
　勧告では、原子炉を冷却するために、水素を取り除く方法、排出策を作成せよと述
べている。



＜新規制基準の指示＞ 
　 

免震重要棟の地下設置について述べていない 
　 

＜民間規制委の規制勧告＞ 
　 

地下の構造物は、地上と比べて免震・耐震・津波に優れている。 地下道で結べば
作業員が移動する距離も短縮できる。被ばく防止や休息など作業環境でも優れてい
る 
　 

※福島第一原発事故では、免震重要棟がなければ全員退去になるところだった。　
福島第一原発では、毎日、数千人の作業員が被ばくを強いられながら、収束作業を
している。作業員を被ばくからまもり、安全を確保しながら作業をすすめることは、
事業者の責任である。 
　 
＜四国電力の回答＞ 
　免震重要棟を地下に設置することについて答えていない 
　また、四電が述べた審査会合の回数は参考としての引用。四電は自分の言葉で説
明していないので、緊急時対策所や免震重要棟の機能をどう考えているかわからな
い 
　 

◎結論 
規制勧告【1】【11】と同じく、問われていることに簡潔に答えるように、四電に
求めている。 
!

＜新規制基準の指示＞ 
　 

基準地震動650ガルで了承 
　 

＜四国電力の回答＞ 
　 

①基準地震動650ガルは、解放基盤表面の②固い岩盤上での値。 今回の地震の
1580ガルは、益城町の観測地点の柔らかい地盤での記録。1580ガルを観測した
からといって、伊方発電所の基準地震動は過小評価ではない 
③国の新規制基準に適合した重大事故等対策を実施 
④耐震性の強化や外部電源の多様化など当社独自の安全対策も講じている 
万一大きな地震や津波が来襲しても深刻な事故に至らない 
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規制勧告【16】免震重要棟の設計変更について 
　 

※四国電力から回答を得たが、ヒアリングはまだこれからである。

規制勧告【19】熊本・大分地震と再稼働について 



＜民間規制委の規制勧告とヒアリング＞ 
　　　 

①地震で受ける衝撃について 
　 

　固い地盤と柔らかい地盤での四電の説明は結論が逆ではないか。固い地盤では劇
力はそのまま伝わるが、柔らかい地盤では振動に遅れが生じて加速度は小さくなる。
柔らかい地盤で1580 ガルなら、固い地盤では1580ガルを超えることになる。こ
の結論が逆になる点を、四国電力に問い合わせて回答を待っているところ 
　 

②固い岩盤について 
　 

　佐田岬半島は日本三大地すべり地帯。地下40キロから隆起した緑色片岩の地質
は、雨など水を含むと岩盤崩落をおこす。特に地震のあと起こりやすくなる。半島
の馬蹄形の湾は全て岩盤崩落の跡 
　 
　 

③新規制基準に適合した重大事故等対策 
　 

　規制勧告【1】【11】で指摘した通り。新規制基準に無批判に従ってはいけない。
原子炉が沸騰するような重大事故の場合、WH型の伊方3号機は、 自然循環が成り
立たなくなるという設計上の欠陥がある。改良された装置も備えられていない。実
際に日本で起きた原発事故の再発防止にかかわる問題。四国電力には早急に有効な
対策を答えるよう強く求めている 
　　 

④四国電力独自の安全対策 
　 

　過去に起きた事故をみると、必ずしも安全上重要な機器が原因とは限らない。耐
震補強工事だけの問題ではない。たとえば日ごろの点検（例：配管のさび）がおろ
そかだったところから、あわや重大事故ということが起きた 
!
※本ニュースとあわせて、報告会配布資料（映写資料）の「地震と原発の危険性に
ついて 民間規制委と四国電力のQ＆A」と下記ホームページもご参照下さい。 
　資料を希望される方は、原子力民間規制委員会・いかたまでご連絡下さい。
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